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第１ モニタリングの基本的考え⽅                
 

 

１ モニタリングの⽬的                              
 

市は、事業の実施状況について監視、測定及び評価等のモニタリングを実施し、事業
者が定められた業務を確実に⾏い、要求⽔準書に規定された要求⽔準を達成しているこ
とを確認する。 

以下では、事業者が⾏うモニタリングを「セルフモニタリング」といい、市が⾏うモ
ニタリングを「モニタリング」という。 

 
 
２ モニタリングの基本的考え⽅                           
 

事業者は、本事業の特性をよく理解するとともに、対象業務において求められている
サービスの範囲及び⽔準は時代により変化することも考えられるため、市と協議の上、
業務⽬標等の⾒直しを⾏うことが必要である。 

本事業における要求⽔準の達成の確認は、事業者がセルフモニタリングとして、構成
員及び協⼒会社等により提供されるサービスの内容と業務仕様との合致の確認など業務
管理を⾏った上で、それを市に報告する。そして、市がその報告を基に、事業者が定め
られた業務を確実に⾏い、要求⽔準書に規定された要求⽔準を満⾜しているかを確認等
することをモニタリングの基本的な構造とする。 

市は、事業者からセルフモニタリングの結果について報告や説明を受け、また⾃らも
モニタリングの⼀環として現場の確認等を⾏うことがあるが、これらをもって事業者が
負うべき業務に関する責任が市に転嫁されるものではない。 

 
 
３ 実施時期                                   
 

市は、次の時点においてモニタリングを実施する。 
 

・設計完了時 
・建設期間中 
・本施設引渡し時 
・開業準備業務完了時 
・維持管理・運営期間中 
・事業期間終了時 
・財務状況（事業期間中） 
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４ 実施計画書の策定                                
 

市は、事業契約締結後、事業者と協議の上で、上記の各段階の業務開始前までに、モ
ニタリング実施計画書を策定する。 

なお、市は、都度のモニタリング結果等を踏まえてモニタリング実施計画書を改定す
ることができる。市がモニタリング実施計画書の改定を⾏うに際しては、事業者の意⾒
を聴取するものとする。 

モニタリング実施計画書に記載する主な内容は次の通りとする。 
 

・モニタリング時期 
・モニタリング体制 
・モニタリング内容 
・モニタリング⼿続⽅法（⼿順） 
・モニタリング書類様式 
・モニタリングの評価基準と評価⽅法（ただし、維持管理・運営期間中のみ） 

 
 
５ 費⽤負担                                    
 

モニタリングにかかる費⽤のうち、市に⽣じるものは、市が負担する。事業者は市が
実施するモニタリングに関する⼈的経費等については⾃らの負担により市に協⼒するも
のとする。 

事業者のセルフモニタリングにかかる費⽤は、事業者の負担によるものとする。 
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第２ モニタリング⽅法                     
 
１ 設計完了時                                  
 

市は、事業者によって⾏われた設計が事業提案書及び要求⽔準に適合するものであるか
否かについて、設計完了時に、市に提出される設計図書等の確認を⾏う。 

また、設計段階で実施される事前調査及び各種申請等の業務も、あわせて確認を⾏う。 
設計内容の打合せは適宜⾏うものとし、設計状況の説明を求め確認する。また、各種申

請前の段階で提出書類内容の確認を実施する。 
 

（１）モニタリング対象とモニタリング⽅法 
 

対 象 事業者による提出書類 モニタリング⽅法 

事前調査及びその他関連業務 
・事前調査計画書 
・事前調査報告書 

・左記書類による確認を実
施 

設計及びその他関連業務（設
計業務に伴う各種申請等） 

・基本設計図書 
・実施設計図書 
・⼯事費内訳書等 
・各種申請等に係る提出書類 
※要求⽔準及び事業契約で⽰

す書類⼀式 

・左記書類について要求⽔
準及び事業提案との適合
を確認 

 
（２）留意事項 

事業者は、設計内容が事業提案書・要求⽔準書等に適合しているか確認する。また、
設計業務の進捗管理を⾏い、特に各種申請状況に留意する。 

関係法令の改正、適⽤基準の改定等を留意して設計しているか確認する。 
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２ 建設期間中                                   
 

市は、設計完了時モニタリング実施後、⼯事開始前までに事業契約書で定めた本件⼯
事の開始に必要となる要件を充⾜しているか否かについて確認を⾏う。 

さらに、市は、事業者が設置する⼯事監理者から定期的に報告を受け、⼯事施⼯及び
⼯事監理の状況について確認を⾏うとともに、本施設が実施設計図書に従い建設されて
いることを確認するため、建設⼯事期間中、必要な事項に係る中間確認を実施する。 

 
（１）モニタリング対象とモニタリング⽅法 
 

対 象 事業者による提出書
類 

モニタリング⽅法 

建設⼯事及びその他関連業務
に伴う各種申請等の業務 

［⼯事開始前］ 
・許認可取得を証する
書類 

左記書類による確認を実施 

建設⼯事及びその他関連業務 
 

［⼯事開始前］ 
・総合施⼯計画書 
・⼯事⼯程表 
・施⼯体制報告書 

左記書類による確認を実施 
 

［⼯事期間中］ 
・施⼯計画書 
・施⼯図 
・施⼯報告書 
・⼯事記録 
・各種試験報告書 
・品質管理報告書 
・中間検査報告書 

・左記書類を現地で確認を実施 
 
・主要⼯種の出来形を現地で確認 
・必要に応じて⼯程会議の⽴会、

現地での施⼯状況の確認を実施 
・事業年度末に現地にて出来⾼を

確認するための中間確認を実施 

⼯事監理業務 
・⼯事監理記録 
・協議書・指⽰書等 
・⼯事監理報告書 

・左記書類による確認を実施 
・必要に応じて事業者に説明を求

めることができる 
 

（２）留意事項 
事業者は事業提案書、要求⽔準書、実施設計図書等の内容に適合し施⼯が⾏われてい

るか確認する。実施設計図書の内容から変更が⽣じた場合、市と協議をする。 
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３ 本施設引渡し時                                  
 

市は、事業者から提出される建設業務完了報告書の提出を受け、本施設の状態が事業契
約書に定める要求⽔準に適合するものであるか否かについて、現場及び書類にて確認を⾏
うものとする。 

 
（１）モニタリング対象とモニタリング⽅法 
 

対 象 事業者による提出書類 モニタリング⽅法 

建設⼯事及びその他関連業務 

［完⼯確認］ 
・建設業務完了報告書 
・完成図書 
・施⼯報告書 
・⼯事記録等 
・検査済証等の写し 
※要求⽔準及び事業契約で⽰す

書類⼀式 

・市は、建設業務完了報告
書受理後１０⽇以内に、
完⼯確認を実施 

・完⼯確認は、事業者、建
設事業者及び⼯事監理者
の⽴会いのもとで現地に
て実施。 

・確認は左記の書類を実施
設計図書等と照合する。 

 

開業準備業務 
・開業準備業務計画書 ・左記書類について要求⽔

準及び事業提案との適合
を確認 

⾷器⾷⽸等、施設備品等の 
調達 

・備品リスト 
・備品台帳 

・左記書類について要求⽔
準及び事業提案との整合
を確認するとともに現地
にて設置状況を確認 

 
（２）留意事項 

事業者は、完⼯確認までに建築基準法による完了検査など、必要な関係機関が⾏う検
査等の完了を確認する。 

 
（３）その他 

市は、事業契約書第３３条の規定に基づき完⼯確認書を交付する。 
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４ 開業準備業務完了時                               
 

市は、事業者が維持管理・運営開始予定⽇に給⾷の提供を開始可能であるか、コン
テナ室（配膳室）において受け⼊れが可能であるか確認する。 

 
（１）モニタリング対象とモニタリング⽅法 

 

対 象 事業者による提出書類 モニタリング⽅法 

マニュアルの提出 

・維持管理・運営業務マニュアル 
・ＨＡＣＣＰ対応マニュアル 
・アレルギー⾷対応マニュアル 
・緊急対応マニュアル 
・緊急防災マニュアル 

・事業者は、左記書類を市に提出。 
・市は、書類が要求⽔準及び事業

提案の内容と整合するか確認
を⾏うとともに、維持管理・運
営に⽀障がないか確認を実施。 

業 務 仕 様 書 等 の
提出 

・維持管理・運営業務仕様書 
・年間維持管理・運営業務計画書 
・⻑期修繕計画書 
 

・事業者は、左記書類を市に提出 
・市は、書類が要求⽔準及び事業

提案の内容と整合するか確認
を⾏うとともに、維持管理・運
営に⽀障がないかの確認を実施 

維持管理・運営業
務体制の通知 

・業務体制通知 

・事業者は、業務体制を市に通知 
・市は、報告内容が要求⽔準及び

事業提案の内容と整合するか
確認を⾏うとともに、維持管
理・運営に⽀障がないか確認を
実施 

保険の付保 ・保険証券の写し 
・左記書類について要求⽔準及び

事業提案との適合を確認 

開 業 準 備 完 了 通
知 

・開業準備完了通知 

・事業者は、書類の提出等を含め、
開業準備⾏為が完了した場合、
市に開業準備⾏為の完了を通
知 

・市は、報告内容が要求⽔準及び
事業提案の内容と整合するか
確認を⾏うとともに、維持管
理・運営に⽀障がないか確認を
実施 

 
（２）その他 

市は、事業契約書第４２条の規定に基づき、開業準備完了確認書を発⾏する。 
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５ 維持管理・運営期間中                              
 

市は、維持管理・運営開始後において、要求⽔準どおり維持管理・運営業務が遂⾏
されているか、随時及び定期的に業務の実施状況を確認する。 

 
（１）モニタリング対象 

市は、具体的なモニタリング項⽬については、事業契約締結後に事業者が提出する
各種仕様書及び業務計画書等を基に、事業者と協議の上、モニタリング実施計画書を
策定し、内容を確定する。 

また、事業者は、⾃らの費⽤負担において、業務⽔準を満たす維持管理・運営業務
等の提供がなされていることを確認するために、事業提案書等による提案をもとに、
事業契約締結後、市と協議してセルフモニタリング計画を策定し、当該計画に則り、
セルフモニタリングを⾏うものとする。 

 
（２）モニタリング⽅法 

① 提出書類 
事業者は、セルフモニタリングにより報告書類等を作成し、各報告書等の種別に

応じて、毎⽉、各四半期⼜は各事業年度に市に提出する。 
なお、市に提出する報告書類等は下表に掲げるものを基に、事業者と協議して定

めるものとする。 
 

図 書 名 提出時期 
統計資料 毎⽉ 
⽉間報告書 毎⽉ 
四半期報告書 各四半期 
年間報告書 各事業年度 

 
② 実施状況の確認 

市と事業者は、事業者が提供するサービスに対し、以下の３種類のモニタリング
を実施する。ただし、市が事業者に対して⾏うモニタリングの詳細は、事業提案に
基づき事業者が提供するサービス内容及び⽅法等に依存するため、市は、事業契約
締結後に、事業者が提出する各種仕様書及び計画書を基に、事業者と協議の上、モ
ニタリング実施計画書を策定し内容を確定する。 
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種類 事業者の実施内容 市の実施内容 

⽇常 
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ 

・事業者は、原則として毎⽇、⾃らの
責任により、各業務の遂⾏状況につ
いてセルフモニタリングを実施する。 

・事業者は、セルフモニタリング結果
に基づき、業務⽇誌を毎⽇作成する。 

・なお、上記に関わらず、本事業の維
持管理・運営に⼤きな影響を及ぼす
事象が⽣じた場合には、直ちに市に
報告する。 

・業務⽇誌等の確認（必要に応じて） 
・業務遂⾏状況の確認・評価（必要に応

じて） 

定期 
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ 

・事業者は、定期的に確認が必要な項
⽬に沿って各業務の遂⾏状況につい
てセルフモニタリングを実施する。 

・事業者は、⽇報及び報告事項をとり
まとめ、業務報告書として⽉間、四
半期及び年間毎に市に提出する。業
務報告書に記載されるべき具体的な
項⽬及び内容は、維持管理・運営業
務仕様書等に基づき市との協議を経
て決定されるものとする。 

・事業者は、市の⾏うモニタリングに
対して最⼤限の協⼒を⾏う。 

・市は、事業者が作成し提出した⽉間⼜
は四半期報告書の内容を確認するとと
もに、必要に応じて本施設を巡回し、
予め協議の上、定めたモニタリング項
⽬に従って、各業務の遂⾏状況を確認
及び評価する。 

・事業者は、当該説明及び確認の実施に
つき市に対して最⼤限の協⼒を⾏う。 

・市及び事業者が出席する会議を定期的
に開催し、⽇常モニタリング、定期モ
ニタリングの結果報告を⾏うとともに、
市⺠及び従業員等からの苦情等の発⽣
原因についての検討及び意⾒交換等を
⾏う。 

随時 
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ 

・事業者は、右記事項の説明及び確認
の実施について市に対して最⼤限の
協⼒を⾏う。 

・市は必要と認めるときは、本施設を巡
回し、各業務の遂⾏状況を確認及び評
価する。 

・市は、業務改善勧告を⾏った業務につ
いて、業務⽔準の回復の確認を⾏う。 

・市⺠からの苦情等については、市は、
随時事業者からの必要な説明を求め、
必要に応じて事業者の業務遂⾏状況、
要求⽔準についてモニタリングを実施
する。 

・市は、随時モニタリングの実施にあた
り、専⾨家⼜はアンケート等により第
三者の意⾒を聴取できるものとする。 
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（３）留意事項 
事業者は、⽇常モニタリングを含むセルフモニタリングが可能となる体制を構築す

る。市は、事業者から提出された報告書等の確認等を⾏うことをはじめとした定期モ
ニタリング、必要に応じた随時モニタリング、及び⽇常モニタリングの実施体制を構
築する。 
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６ 事業期間終了時                                 
 

市は、事業期間の終了時において、その後新たな維持管理・運営主体が承継していく
にあたり、本施設が要求⽔準書等に⽰す機能を維持しているか、今後の事業実施に⽀障
がないか否かを協議に基づきモニタリングを⾏い、確認を⾏う。 

 
（１）モニタリング対象とモニタリング⽅法 
 

対 象 事業者による提出書類 モニタリングの⽅法 

事 業 期 間 終 了 時
における引き継ぎ 

・建築物調査報告書 
・建築設備調査報告書 
・外構施設調査報告書 
・備品等調査報告書 等 
※協議に基づく書類⼀式 

・市は、事業者からの調査結果を事業
期間終了の１２か⽉前までに受け、
速やかに事業者に対して通知を⾏
い、事業期間終了時のモニタリング
を実施する。 

・市は、協議に基づき現地にてモニタ
リングを⾏うものとし、原則として、
要求⽔準書に記載されている全ての
事項について⾏う。 

 
（２）留意事項 

事業者は、事業期間終了後の改修⼜は更新の必要性等について調査し、事業期間終了
の１２か⽉前までに上記書類を市に提出する。 
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７ 財務状況（事業期間）                             
 

市は、事業期間中において毎年度、事業者より公認会計⼠等による監査を経た財務の
状況について報告書の提出を求め、財務状況に関する確認を⾏う。 

なお、財務状況については、事業者に資⾦を融資する⾦融機関（融資機関）から、財
務状況モニタリングに関して事業期間を通じて継続的に協⼒を得ることを予定している。
事業者は、その点につき⾦融機関から協⼒が得られるよう⼗分配慮すること。 

 
（１）モニタリング対象とモニタリング⽅法 

 

対 象 事業者による提出書類 モニタリング⽅法 

財務状況 

・財務書類 
・監査報告書 等 

・事業者は、事業契約の終了に⾄るまで、各事業
年度の最終⽇（第１回⽬は令和５年３⽉末⽇と
なる。）より９０⽇以内に、会社法上の⼤会社
に準じた公認会計⼠⼜は監査法⼈の監査済の計
算書類（会社法第４３５条第２項で定める意味
を有する。以下同じ。）及び事業報告並びにそ
れらの附属明細書、公認会計⼠⼜は監査法⼈に
よる監査報告書（会社法第４３６条第１項によ
る計算書類及び事業報告並びにそれらの附属明
細書の監査に係る報告書）及びキャッシュフ
ロー計算書（以下総称し「財務書類等」という。）
を市に提出する。 

・市は、財務書類等により財務状況、経営状況及
び事業収⽀について確認する。 

・必要に応じて、事業者に質問及び聞き取り調査
を⾏う場合がある。 

・市は、事業者の資⾦調達先である融資機関に財
務状況の報告を求める場合がある。 
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第３ 要求⽔準未達の場合の措置                 
 

１ 設計完了時                                   
 

（１）改善勧告 
市は、モニタリングの結果、要求⽔準書等の内容が達成されていない（以下「要求⽔

準未達」という。）と判断した場合には、事業者に業務改善及び復旧に関する勧告（以下
「改善勧告」という。）を⾏う。 

 
（２）改善計画書の策定、改善⾏為の実施及び改善状況の確認 

改善勧告を受けた場合は、事業者は、迅速に改善計画を策定し、市と協議した上で改
善を⾏う。市は、改善の状況について確認を⾏い、改善が⾒込まれない場合については、
再度改善勧告を⾏い、これによっても改善が⾒込まれない場合⼜は達成が不可能である
と判断されたときには、事業者の帰責事由として事業契約を解除することがある。 

 
（３）改善費⽤の負担 

事業者の責めにより、改善等の必要が⽣じた場合における改善に要した費⽤について
は、事業者が全て負担する。市の責めに帰すべき事由による場合については、協議の上、
事業者に⽣じた費⽤を市が負担する。不可抗⼒による場合については事業契約の規定に
従うものとする。 

また、事業者の責めにより、改善等の必要が⽣じた場合において、サービス対価の⽀
払が遅れた場合及び本事業に遅延が⽣じた場合に⽣じる⼀切の損失は事業者が負担する
こととする。 
 
 

２ 建設期間中                                   
 

「１ 設計完了時」と同様 
 
 

３ 本施設引渡し時                                   
 

「１ 設計完了時」と同様 
 
 

４ 開業準備業務完了時                               
 

（１）改善勧告 
市は、モニタリングの結果、要求⽔準未達と判断した場合には、事業者に改善勧告を
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⾏う。 
 

（２）改善計画書の策定、改善⾏為の実施及び改善状況の確認 
改善勧告を受けた場合は、事業者は、迅速に改善計画を策定し、市と協議した上で改

善を⾏う。市は、改善の状況について確認を⾏い、改善が⾒込まれない場合については、
再度改善勧告を⾏い、これによっても改善が⾒込まれない場合⼜は達成が不可能である
と判断されたときには、事業者の帰責事由として本事業契約を解除することがある。 

 
（３）改善費⽤の負担 

事業者等の責めにより、改善等の必要が⽣じた場合において、本事業に遅延が⽣じた
場合における⼀切の損失は事業者が負担することとする。 

 
 
５ 維持管理・運営期間中                              
 

（１）要求⽔準未達の基準 
維持管理・運営業務における要求⽔準未達を、以下のように区分する。 

 

区分 基準 
業 
務 
不 
履 
⾏ 

レベル１ 不具合がある場合 給⾷提供に⽀障がないものの、維持管理・運営
業務の実施に不具合があると認められる場合 
＜該当する事態の例＞ 
・給⾷への軽微な異物混⼊（⽑髪等） 
・維持管理・運営業務の未実施、怠慢（下記「給

⾷提供に⽀障がある場合」を除く） 
・業務体制の不備 
・業務報告の不備 
・関係者への連絡不備 

レベル２ 給⾷提供に⽀障が
ある場合 

給⾷提供に⽀障が⽣じると認められる場合 
＜該当する事態の例＞ 
・給⾷への異物混⼊ 
・衛⽣管理の不備 
・法定・定期点検の未実施、故障等の放置 
・安全措置の不備による事故の発⽣ 
・故意⼜は⻑期にわたる関係者への連絡不備 

提 
供 
不 
全 

レベル３ 指定時刻に配送さ
れなかった場合 

指定時刻までに配送されず、児童⽣徒が所定の
時刻から給⾷を喫⾷できなかった場合 

レベル４ 給⾷の⼀部が提供
されなかった場合 

配⽸間違いなどにより、児童⽣徒が⼀部の献⽴
を喫⾷できなかった場合（２品⽬以上喫⾷でき
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なかった場合は、レベル５とみなす） 
レベル５ 給⾷が提供されな

かった場合 
児童⽣徒が給⾷を喫⾷できなかった場合 
アレルギー⾷につき、誤配送により、児童⽣徒
が喫⾷できなかった場合 

 
なお、以下の場合は、要求⽔準未達とはしない。ただし、以下に掲げる事由に該

当するか否かの証明は、事業者が⾏うものとし、該当するか否かの判断は、市の合
理的裁量により⾏う。 

・やむを得ない事由により要求⽔準未達となった場合で、かつ事前に市に連絡が
あり、市が承諾した場合 

・市の責めに帰すべき事由により、要求⽔準未達となった場合 
・教職員、児童⽣徒の責めに帰すべき事由により、要求⽔準未達となった場合 
・法令等変更⼜は不可抗⼒⼜により、やむを得ず要求⽔準未達となった場合 
・その他明らかに事業者の責めに帰さない事由により要求⽔準未達となった場合 

 
（２）改善勧告 

市は、モニタリングの結果、要求⽔準未達と判断した場合には、事業者に対して改善
勧告を⾏う。また、市は、改善勧告を⾏っても改善がなされない場合には、再度改善勧
告を⾏う。 

 
（３）改善計画書の策定・提出 

改善勧告を受けた場合は、事業者は、直ちに改善計画書を策定し、市に提出する。市
は、当該計画により、要求⽔準の改善・復旧が可能であるか否かについて確認する。な
お、確認にあたり、市は改善計画書の変更を求めることができる。 

また、市は事業者と協議の上、改善勧告に対する改善期限を決定する。 
 
（４）改善・復旧⾏為の実施及び改善状況の確認 

事業者は、市の確認を受けた後、改善計画書に基づき、直ちに改善・復旧⾏為を実施
し、市に報告する。市は、事業者からの改善・復旧の報告を受け、随時モニタリングを
実施し、要求⽔準未達状態の改善・復旧状況を確認する。 

改善・復旧の確認ができない場合には、市は再度改善勧告の⼿続きを⾏う。 
 
（５）改善・復旧費⽤の負担 

要求⽔準が達成されない場合、市と事業者は、相互に協⼒し、状況の改善・復旧に努
めるものとする。その後、事態の発⽣に⾄った責任の所在を明らかにし、市側の責めに
帰すべき場合には、協議の上事業者に⽣じた費⽤を市が負担する。その他の場合にあっ
ては、改善・復旧に要した費⽤は事業者が費⽤を負担する。不可抗⼒による場合につい
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ては、事業契約の規定に従うものとする。 
 
（６）維持管理・運営受託者等の変更 

市は、同⼀の原因に起因する同⼀事象で、３回以上の改善勧告が通知されたにもかか
わらず、改善期限内に業務の改善・復旧を実現することができなかった場合、事業者と
協議の上、最終の改善勧告があった⽇から起算して６か⽉以内に当該業務担当者の変更
⼜は当該業務の実施企業の変更を求めることができる。 

 
（７）契約解除等 

① 契約終了 
以下の契約解除事由に該当するとき、市は、事業契約を解除することができる。 

 
［契約解除事由］ 

・事業者が業務改善計画書の提出を拒絶する場合その他事業者が業務の改善を⾏
う意思がないことが明らかである場合 

・同⼀の原因に起因する同⼀事象で、３回以上の改善勧告が通知されたにもかか
わらず、改善期限内に業務の改善・復旧を実現することができなかった場合で、
市が、改善が不可能であると判断する場合 

・（６）に基づく維持管理・運営受託者等の変更後もなお、同⼀事象での改善勧告
が⾏われた場合で、市が事業契約の継続を希望しない場合 

・サービス対価の減額を⾏う場合において、２四半期連続して減額ポイントが３
０ポイント以上となった場合 

・その他本事業の実施にあたって重⼤な⽀障があると認められる場合 
 

② 株式譲渡 
（６）に基づく維持管理・運営受託者等の変更後もなお、同⼀事象での改善勧告が⾏
われた場合で、市が事業契約の継続を希望する場合においては、市は事業者の株主の
全部⼜は⼀部が保有する事業者の株式の全部⼜は⼀部を、市の承認した第三者へ譲渡
させることができる。 

 
 
６ 事業期間終了時                                 
 

（１）改善勧告 
市は、モニタリング後、その内容を事業者に通知し、要求⽔準未達と判断した内容につ

いて必要な改善勧告を⾏う（ただし、経年劣化に起因すると合理的に判断されるものを
除く）。 
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（２）改善・復旧⾏為の実施及び改善状況の確認 

事業者は、改善勧告に従い必要な改善措置を実施し、定められた期限までに市の確認を
受ける。改善・復旧の確認が得られない場合、市は再度改善勧告を⾏い、事業者はこれ
に対応する。 

 
（３）改善・復旧費⽤の負担等 

事業期間終了時までに改善が確認されない場合には、市は事業者に、⾃らが改善・復
旧を⾏う場合に想定される合理的な費⽤の限度で、⽀払未了のサービス対価の⽀払を留
保する。なお、改善・復旧に必要となる費⽤が⽀払未了の⾦額を超える場合は別途、事
業者に請求を⾏う。 

 
 
７ 財務状況                                    
 

市は、モニタリングの結果、本事業の要求⽔準の確保等を阻害する要因を認めた場合、
その旨を事業者に対し指摘するとともに、阻害要因を取り除くための対処策の実施を求
める場合がある。 

なお、当該阻害要因が顕在化し、要求⽔準を達成できないと判断した場合には、上記
５の維持管理・運営期間中の措置を適⽤する。 
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第４ サービス対価の減額                    
 

１ 開業準備業務                                 
 

市は、事業者が実施する開業準備業務が要求⽔準未達であると確認した場合には、「第
３ 要求⽔準未達の場合の措置」の「４ 開業準備業務完了時」の規定により事業者に
改善勧告を⾏うとともに、事業者へ⽀払うサービス対価の減額を⾏うものとする。 

また、市は、学校等の事情により、事業提案書に記載された調理リハーサル、配送リ
ハーサルその他の開業準備業務が実施されなかったと確認した場合には、事業者へ⽀払
うサービス対価の減額を⾏う場合がある。 

 
 
２ 維持管理・運営業務                               
 

（１）減額の基本的考え⽅ 
市は、事業者が実施する維持管理・運営業務が要求⽔準未達であると確認した場合に

は、「第３ 要求⽔準未達の場合の措置」の「５ 維持管理・運営期間中」の規定により
事業者に改善勧告を⾏うとともに、下記のとおり、減額ポイントを付与するものとする。 

そして付与された減額ポイントを加算し、四半期分の減額ポイントが⼀定値に達した
場合には、サービス対価の減額を⾏うものとする。 

 
（２）減額ポイントの対象 

サービス対価の減額については、維持管理・運営業務に係るモニタリングの結果であ
ることから、サービス対価 C−１及び C−２の四半期分を対象に⾏うものとする。 

 
（３）減額ポイント 

市は、⽇常モニタリング、定期モニタリング及び随時モニタリング等を実施し、サー
ビス対価四半期相当分に対する減額ポイントを四半期毎に確定する。 

 
① 業務不履⾏の場合（レベル１・２） 

業務不履⾏の場合、業務不履⾏のレベルに応じて、以下のとおり減額ポイントを付
与する。なお、同⼀の四半期において、同⼀事象につき、２回⽬の改善勧告が通知さ
れた場合は下記の減額ポイントの２倍、３回⽬の改善勧告が通知された場合は上記の
減額ポイントの３倍を加算し、その後も同様に是正勧告の通知回数で乗じた減額ポイ
ントを加算する。 

 

区分 基準 減額ポイント 
業務不履⾏ レベル１ 不具合がある場合 １／事象 
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レベル２ 給⾷提供に⽀障がある場合 ２／事象 
 

② 提供不全の場合（レベル３・４・５） 
提供不全の場合、提供不全により影響を受けた給⾷数のレベルに応じて、以下のと

おり減額ポイントを付与する。なお、同⽇に異なるレベルの提供不全があった場合は、
各レベルの減額ポイントを加算するが、その合計は２５ポイントを超えないものとす
る。 

 

区分 基準 

減額ポイント 
影響を受けた給⾷数の割合 

１％未満 
１％以上
５％未満 

５％以上
10％未満 

10％以上 

提 
供 
不 
全 

レベル３ 指定時刻に配送さ
れなかった場合 

２ ３ ４ ５ 

レベル４ 給⾷の⼀部が提供
されなかった場合 

４ ６ ８ １０ 

レベル５ 給⾷が提供されな
かった場合 

６ ９ １２ １５ 

※ 影響を受けた給⾷数の割合 ＝ 提供不全給⾷数 ÷ 提供給⾷数 
 

③ その他の場合 
上記にかかわらず、⼈⾝事故、異物混⼊、アレルギー対応⾷の誤り、⾷中毒事故に

ついては、事象により以下の減額ポイントを付与する。⾷中毒事故が発⽣した場合で、
営業停⽌期間を伴う場合（当該⾷中毒事故発⽣⽇、営業停⽌期間が２四半期にまたが
る場合を含む。）であっても、減額ポイントは⼀⾷中毒事故につき２０ポイントを超え
ないものとする。 

 

区分 減額ポイント 
⼈⾝事故が発⽣した場合  ５ 
異物混⼊により傷病者が発⽣した場合 １０ 
アレルギー対応⾷の誤りにより傷病者が発⽣した場合 １０ 
⾷中毒事故が発⽣した場合 ２０ 

 
（４）減額ポイントの⽀払額への反映 

市は、モニタリングが終了し、減額ポイントを付与する場合には、事業者に減額ポイ
ントを通知する。サービス対価の⽀払に際しては、当該四半期（３か⽉）の減額ポイン
トの合計を計算し、次表に従って四半期分のサービス対価 C―１及び C−２に相当する額
に対し、該当する減額割合を乗じて減額の計算を⾏う。 

市は、当該四半期に合計された減額ポイントを、当該期間のモニタリングにのみ⽤い
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るものとし、次の四半期に持ち越さない。 
事業者は、必要に応じ減額の対象となった業務について、市に対し説明を⾏うことが

できるほか、減額について異議がある場合には、申⽴てを⾏うことができるものとする。
この場合において、当該四半期のサービス対価の⽀払時期までに減額ポイントを確定す
ることが困難である場合は、減額ポイントを確定し、事業者に通知した⽇の属する四半
期に係るサービス対価の⽀払額から減額を⾏う。 

 

当該四半期の減額 
ポイントの合計 

減額割合の計算⽅法 減額割合 

６ポイント未満 ・減額なし  

６ポイント以上 
１０ポイント未満 

・６ポイントで減額割合１％ 
・さらに１ポイント増えるごとに 

０．５％減額 

１％〜３％ 

１０ポイント以上 
２０ポイント未満 

・１０ポイントで減額割合３％ 
・さらに１ポイント増えるごとに１．０％減額 

３％〜１３％ 

２０ポイント以上 
３０ポイント未満 

・２０ポイントで減額割合１３％ 
・さらに１ポイント増えるごとに１．５％減額 

１３％〜２８％ 

３０ポイント以上 ・３０ポイント以上で、減額割合３０％で固定 ３０％ 
 

サービス対価の減額は、事業契約書別紙１０で算定したサービス対価 C−１（固定料⾦）
及びサービス対価 C−２（変動料⾦。レベル５に該当する未提供給⾷数を反映した実際に
提供された給⾷数による）それぞれに減額割合を乗じた額とする。 

消費税及び地⽅消費税を除く減額額に⼀円未満の端数が⽣じた場合、その端数⾦額を
切り上げる。また、かかるサービス対価 C−２をもとに計算した消費税及び地⽅消費税に
端数が⽣じた場合、その端数⾦額を切り上げる。 

 
（５）減額ポイントの連続発⽣に伴う措置 

２四半期連続して減額ポイントの合計が２０以上となった場合、市は、上記（４）の
サービス対価の減額措置に加え、当該連続する四半期のサービス対価の⽀払いを停⽌す
る。 

この場合、当該連続する四半期以降の四半期において、減額ポイントが１９ポイント
以下となった場合、減額ポイントが１９ポイント以下となった四半期のサービス対価に、
⽀払い停⽌となった四半期のサービス対価を加算して⽀払う。 



 

 20 

第５ 業務遂⾏状況が良好である場合の取扱い          
 

前章までの規定にかかわらず、市は、事業者の業務遂⾏状況が良好である場合（例え
ば下記）、内容を記録し、事業者に確認の上、公表する場合がある。 

 
《 業務遂⾏状況が良好である場合の例 》 
 ・児童⽣徒等から給⾷が美味しくなったという意⾒が多数あった場合 
 ・要求⽔準書、事業提案書、その他市との協議で決定した事項の遵守・履⾏のみなら

ず、事業期間を通して業務の⽔準をより⼀層向上させる姿勢が継続して⾒られた場
合 

 ・市が実施する業務（献⽴作成等）についての積極的かつ効果的な提案が継続してな
された場合 


